
論点第１の３関連

資料４－３

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議（第２回）資料

【論点】

第１ 技能実習制度と特定技能制度の制度趣旨について

３ 受入れ見込数の設定等の在り方（特定技能制度における現行の取扱いを含む。）

※第１回会議資料３より抜粋（一部新規作成含む）



技能実習の流れ技能実習制度の受入れ機関別のタイプ

【企業単独型】 日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取
引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施

１
年
目

○帰国

○入国 在留資格：「技能実習１号イ、ロ」

講習（座学）
実習実施者（企業単独型のみ）又は監理団体で
原則２か月間実施 （雇用関係なし）
実習

実習実施者で実施（雇用関係あり）
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習２号イ、ロ」

①対象職種：送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が
整備されている職種

②対象者 ：所定の技能検定等（基礎級等）の学科試験及び
実技試験に合格した者

基礎級
（実技試験及び
学科試験の受検
が必須）

【団体監理型】非営利の監理団体（事業協同組合、商工会等）が技能実
習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施

○技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間（最長5年間）に限り受け入れ、ＯＪＴを通じて技能を
移転する制度。（平成５年に制度創設）

○技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約３３万人在留している。
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目
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○在留資格の変更又は取得
在留資格：「技能実習３号イ、ロ」

①対象職種：技能実習２号移行対象職種と同一（技能実習
３号が整備されていない職種を除く。）

②対象者 ：所定の技能検定等（３級等）の
実技試験に合格した者

③監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を充たし、優
良であることが認められるもの

※

在
留
期
間
の
更
新

※

在
留
期
間
の
更
新○一旦帰国（１か月以上）
※第３号技能実習開始前又は開始後１年以内

※令和４年６月末時点
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Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁技能実習制度の仕組み



通常の者 優良基準適合者

第１号(1年間) 第２号（2年間） 第１号（1年間） 第２号（2年間） 第３号（2年間）

基本人数枠 基本人数枠の２倍 基本人数枠の２倍 基本人数枠の４倍 基本人数枠の６倍

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数

３０１人以上 常勤職員総数の２０分の１

２０１人～３００人 １５人

１０１人～２００人 １０人

５１人～１００人 ６人

４１人～５０人 ５人

３１人～４０人 ４人

３０人以下 ３人

基本人数枠

人数枠（団体監理型）

実習実施機関の
常勤の職員の総数

技能実習生の人数

３０１人以上 常勤職員総数の２０分の１

２０１人～３００人 １５人

１０１人～２００人 １０人

５１人～１００人 ６人

５０人以下 ３人

（参考）旧制度の基本人数枠

※ 常勤職員数には、技能実習生（１号、２号及び３号）は含まれない。

○ 団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。
（１号技能実習生：常勤職員の総数、２号技能実習生：常勤職員数の総数の２倍、３号技能実習生：常勤職員数の総数の３倍）

○ 特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。

○ やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した技能実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。

企業
通常の者 優良基準適合者

第１号（1年間） 第２号（2年間） 第１号（1年間） 第２号（2年間） 第３号（2年間）

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的
で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企
業

基本人数枠
基本人数枠の

２倍
基本人数枠の

２倍
基本人数枠の

４倍
基本人数枠の

６倍

上記以外の企業
常勤職員総数
の２０分の１

常勤職員総数
の１０分の１

常勤職員総数
の１０分の１

常勤職員総数
の５分の１

常勤職員総数
の10分の３

人数枠（企業単独型）
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技能実習生の人数枠 Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁



特定技能１号のポイント

特定技能２号のポイント

【就労が認められる在留資格の技能水準】

特定技能以外の在留資格 特定技能の在留資格在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

日本語能力水準

１年、６か月又は４か月ごとの更新、通算で上限５年まで

試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験等免除）

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
（技能実習２号を修了した外国人は試験免除）

基本的に認めない

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

３年、１年又は６か月ごとの更新

試験等での確認は不要

要件を満たせば可能（配偶者、子）

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

試験等で確認

在留期間

技能水準

家族の帯同

支援

日本語能力水準

Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁特定技能制度概要

○ 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが
困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定
技能１号」及び「特定技能２号」を創設（平成３１年４月から実施）

○ 特定技能１号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数：１２３，６７９人（令和４年１１月末現在、速報値）

○ 特定技能２号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留者数： ８人（令和４年１１月末現在、速報値）

特定産業分野：介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、
（１２分野） 造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

（特定技能２号は下線部の２分野のみ受入れ可）

需給調整 受入れ見込み数（上限あり）
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特定産業分野及び業務区分一覧 Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

１　人手不足状況

介護 50,900人 介護技能評価試験

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験
(上記に加えて)
介護日本語評価試験

・身体介護等（利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等）のほか、これに付随する支援業務（レクリ
エーションの実施、機能訓練の補助等）
(注)訪問系サービスは対象外

直接

ビルクリーニング 20,000人
ビルクリーニング分
野特定技能１号評価
試験

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

・建築物内部の清掃 直接

経
産
省

素形材・産業機
械・電気電子情
報関連製造業

49,750人
製造分野特定技能1
号評価試験

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理

直接

建設 34,000人
建設分野特定技能1
号評価試験等

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

・土木
・建築
・ライフライン・設備

直接

造船・舶用工業 11,000人
造船・舶用工業分野
特定技能1号試験等

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

直接

自動車整備 6,500人
自動車整備分野特
定技能評価試験等

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 直接

航空 1,300人

特定技能評価試験
（航空分野：空港グラ
ンドハンドリング、航
空機整備)

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

・空港グランドハンドリング（地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等）
・航空機整備（機体、装備品等の整備業務等）

直接

宿泊 11,200人
宿泊業技能測定試
験

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 直接

農業 36,500人
農業技能測定試験
（耕種農業全般、畜
産農業全般）

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

・耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選別等）
・畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集出荷・選別等）

直接

派遣

漁業 6,300人
漁業技能測定試験
（漁業、養殖業）

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

・漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安
全衛生の確保等）
・養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲（穫）・処理、安全衛生
の確保等）

直接

派遣

飲食料品製造業 87,200人
飲食料品製造業特
定技能１号技能測定
試験

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

・飲食料品製造業全般（飲食料品（酒類を除く）の製造・加工、安全衛生） 直接

外食業 30,500人
外食業特定技能１号
技能測定試験

国際交流基金日本語基礎テ
スト又は日本語能力試験

・外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理） 直接

従事する業務
雇用
形態

３　その他重要事項

国
交
省

農
水
省

厚
労
省

分野

２　人材基準

受入れ見込数
（５年間の最大

値）
技能試験 日本語試験

〔１業務区分〕

〔１業務区分〕

〔１業務区分〕

〔１業務区分〕

〔２業務区分〕

〔２業務区分〕

〔３業務区分〕

〔３業務区分〕

・溶接

・塗装

・鉄工

・仕上げ

・機械加工

・電気機器組立て 〔６業務区分〕

〔１業務区分〕

〔２業務区分〕

〔１業務区分〕
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分野所管省庁

分野別運用方針案を閣議決定（分野ごとの受入れ見込数が確定）

受入れ見込数の設定の手続 Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

5

分野別運用方針案において、以下を具体的に示した上で（※）、向こう５年間の受入れ見込数を設定する。

○ 生産性向上や国内人材確保のための取組を行っていること

○ 上記取組を行ってもなお人手不足が深刻であり、当該分野の存続・発展のために外国人の受入れが必要

であること

※公的統計又は業界団体を通じた所属企業への調査等の客観的指標等によって示す。

所管の産業が特定産業分野になるに当たって、当該分野における外国人受入れの必要性及び当該分野における向こう５

年間の受入れ見込数を記載した分野別運用方針案を作成

提

出

制度所管省庁（法務省、外務省、厚生労働省、国家公安委員会）

それぞれの所掌事務の観点から、向こう５年間の受入れ見込数が適当か否かを判断

全ての所管省庁が同意 → 分野別運用方針案を外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議で決定

（参考）12分野の受入れ見込数（令和６年３月末まで）の積上げは、34万5,150人

次期５年間の受入れ見込数を、上記と同様の手続で設定する。

分野所管省庁は、人手不足状況を継続的に把握

次期の向こう５年間の受入れ見込数の設定



経済情勢の変化による受入れ見込数の見直し等 Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

受入れ見込数を見直す場合の手続

○ 日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下等を防ぐ観点等から、分野別運用方針において、当該分野における向こう

５年間の受入れ見込数を記載し、人材不足の見込数と比較して過大でないことを示すもの（政府基本方針２（３））

○ 分野別運用方針に記載する向こう５年間の受入れ見込数は、大きな経済情勢の変化が生じない限り、特定技能１号

の外国人の受入れの上限として運用（政府基本方針４（４）イ）

※ 政府基本方針及び分野別運用方針は閣議決定により定められている。

Ａ分野において、大

きな経済情勢の変化

により、人手不足状

況等に変化が発生

A分野の分野別運用

方針改正案を、外国

人材の受入れ・共生

に関する関係閣僚会

議で決定

閣
議
決
定

制度所管省庁（※）及びＡ分野

の所管省庁において今後の受入

れ方針等を協議
（※）法務省、外務省、厚生労働省、

国家公安委員会

受入れ見込数

閣議決定による分野別運用方針の変更が必要

受入れ見込数の見直し手続の流れ
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